
 

 

 

資格の大原 無断転用・転載を禁じます 
 

 

Ａ社はＰと雇用契約を結んでおり，ＰのＡ社に対する役務の提供につい

ては給与等を対価とする役務の提供に該当するため，Ａ社において消費税

法第２条第１項第十二号により課税仕入れに該当せず，同法第30条の仕入

れに係る消費税額の控除の適用はない。 

Ａ社は備品として購入した彫刻を全壊して廃棄しているため，法人税法

第22条第３項第三号により損失の額800万円を損金の額に算入する。また，

損害賠償金の受け取りが確定したため，同法同条第２項により800万円を

益金の額に算入する。 

Ｑは贈与により取得した絵画を譲渡しているため，総収入金額は所得税

法第36条第１項により3,000万円，取得費は同法第60条第１項第一号によ

りＴの450万円を引継ぎ，同法第33条第３項及び第４項により特別控除額

50万円を控除し，Ｑの譲渡所得の金額は2,500万円となる。 

Ａ社が受領した法人税及び過少申告加算税は，法人税法第26条第１項第

一号及び第二号により益金の額に算入しない。また，受領した固定資産税

及び各還付加算金は，同法第22条第２項により益金の額に算入する。 
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Ａ社は資本金１億円以下であるため所得の金額まで損金算入が

認められ，未処理欠損金額1,200万円を令和４事業年度の損金の額

に算入する。法人税法第57条第１項及び第11項第一号イ 

× 

× 

× 

〇 

〇 

Ａ社がＱに支払った退職手当は業績連動給与に該当しない退職

給与で不相当に高額な金額がないため，900万円を令和５事業年度

の損金の額に算入する。法人税法第34条第１項及び第２項 

所得税法第30条第２項及び第５項 

法人税法第25条の２第１項及び第３項 

Ａ社からＢ社への機械装置の譲渡に関して，Ａ社において消費

税法上の課税標準は，課税資産の譲渡等の対価の額として収受し

た7,000万円である。消費税法第28条第１項 
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  921,100 

 

 

31,000 

3,000,000 

78,335,900 

80,000 

 

 

3,450,000 

9,000,000 

1,200,000 

 



 

 

 

 

資格の大原 無断転用・転載を禁じます 

10,200,000 

10,190,000 

△100,000,000 

 

△136,980,000 

71,667 

35,769,300 

 50,000,000 

54,312,824 
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5,380,000 

3,000,000 

△1,700,000 

89,000,000 

7,380,000 

1,590,000 

6,000,000 
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312,039,000 

5,100,500,000 

5,103,382,000 

283,389,600 

46,800 

279,926,400 

3,416,400 

312,000 


